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組織の
取組

個人の
取組

○ 3

研究所全体の省エネルギー
に係る進行管理を行うととも
に、必要に応じて対策の見直
しを行う。

○ 4
再生可能エネルギーを利用し
た電力の調達を進める。

○ 5

部署の活動に伴う環境への
負荷を認識し、省エネル
ギー、省資源の面からその負
荷を継続して軽減することを
推進する。

（３）
通勤・移動に
伴う環境負荷
対策

環境負荷削減策の奨励 ○ ○ 8

オンライン会議や環境負荷の
少ない通勤・移動手段への転
換促進、柔軟な勤務制度の
運用等により、組織的・自主
的な取組を支援・誘導及び実
施する。

○ 2
不用物品の所内リユース・移
管又は売却、リユース品の購
入を励行する。

○ ○ 4
紙使用量削減につながる取
組及び対策を実施する。

○ 5

環境物品等の調達の推進を
図るための方針を作成及び
徹底並びにグリーン購入を推
進する。

○ 6
部署で物品等の調達の際に
環境配慮事項について確認
する等の取組を推進する。

12.7 国内の政策や優先事項
に従って持続可能な公共調
達慣行を促進する。

14.1 2025年までに、海洋堆
積物や富栄養化を含む、特
に陸上活動よる汚染などあら
ゆる種類の海洋汚染を防止
し、大幅に削減する。

○ ○ 7
プラスチックごみ削減等につ
ながる取組及び対策を実施
する。

廃棄物の分別・適正処理を徹
底するための部署での周知
等及び取組を実施する。

○ 3
研究活動における廃棄物の
適正処理を徹底及び減量化
を実施する。

12.5 2030年までに、廃棄物
の発生防止、削減、再生利用
及び再利用により、廃棄物の
発生を大幅に削減する。

２．
廃棄物・
リサイク
ル

（１）
廃棄物の減量
化・リユース・
リサイクル

リユースの一層の推進
を図るため、徹底した廃
棄物の分別に努め一層
の発生量の削減を図
る。

○ ○ 1

（２）
グリーン購入

物品・サービスの購入・
使用に環境配慮を徹底
グリーン購入法特定調
達物品の100％調達

（３）
プラスチックご
みの削減

プラスチックごみの削
減、循環的な利用及び
処分等を推進

研究活動における省エネル
ギー対策を実施する。 7.2 2030年までに、世界のエ

ネルギーミックスにおける再
生可能割合を大幅に拡大さ
せる。○ ○ 7

オフィス内のこまめな節電を
実施し、室内温度を適正に管
理する。

エネルギー供給面からの省エ
ネルギー対策を実施する。

○ 2

建物・設備の省エネルギー化
を実施。施設の新設の際に
は、つくば本構キャンパスマ
スタープランの理念を考慮す
る。

13.2 気候変動対策を国別の
政策、戦略及び計画に盛り込
む。
13.3 気候変動の緩和 、適応
、影響軽減及び早期警戒に
関する教育、啓発、人的能力
及び制度機能を改善する。

１．
気候変
動対策

（１）
二酸化炭素排
出量

（２）
エネルギー使
用量

「2050年カーボンニュー
トラル」の実現に向け
て、地球温暖化対策推
進法に基づく地球温暖
化対策計画における
2030年度の二酸化炭素
排出抑制目標以上の削
減を目指す。
（地球温暖化対策計画
が見直されたときは、見
直し後の目標を基準と
する。）
また、再生可能エネル
ギーの活用を積極的に
進める。

特に電力については、
毎年度の節電計画にお
いて、年間を通じた使
用電力量の削減を図る
とともに、夏期における
使用最大電力の計画的
な抑制を行う。

○ 1

○ 6

２０２６～２０３０年度  環境配慮計画　

国立研究開発法人国立環境研究所環境マネジメントシステム運営規程第１２条に基づき、次のとおり環境配慮計画を定める。
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○ 1

化学物質等管理システムによ
り、適正に管理を実施し、所
全体での適正管理を行うよう
啓発・指導を行う。

○ 2

化学物質等のリスクアセスメ
ントの実施について対象物質
を取り扱う全ての作業者に指
導を行う。

○ 3

部署で使用する化学物質を
その合成、購入、保管、使用
から廃棄に至るまで適正に管
理し、環境保全上の支障の未
然防止と所員の安全確保を
するよう所員に指導する。

○ 1

本部の構内を地域の自然環
境の一部ととらえ、生物多様
性保全にも配慮した緑地等管
理及び緑地等管理計画に基
づき適切な緑地等管理を実
施する。

○ 2
構内の緑地等管理や生態系
保全に協力する。

15.1 2020年までに、国際協
定の下で義務に則って、森
林、湿地、山地及び乾燥地を
はじめとする陸域生態系と内
陸淡水生態系及びそれらの
サービスの保全、回復及び
持続可能な利用を確保する。

○ 1

部署の活動に伴う水使用量を
認識し、節水型装置を可能な
限り導入するなど上水使用量
の削減対策を実施する。

○ 2
研究活動における水使用量
の削減を実施する。

○ 3
日常面における節水を実施す
る。

６．
その他

（１）
情報発信

取組成果の情報発信 ○ 1
所内の環境配慮の取組成果
の情報発信を図る。

6.4 2030年までに 、全セク
ターにおいて水の利用効率を
大幅改善し、淡水の持続可
能な及び供給を確保し水不
足に対処するともに、水不足
に悩む人々の数を大幅に減
少させる。

（※）　感染症の流行期にあっては、感染対策に支障が生じることのないよう十分に留意しつつ環境配慮の取組に努めるものとする。

４．
生物多
様性の
保全

（１）
構内の緑地等
の管理

生物多様性に配慮した
管理

５．上水
使用量

（１）
上水使用量の
削減

上水使用量の削減を図
る。

12.4 2020年までに、合意され
た国際的な枠組みに従い、
製品ライフサクルを通じ、環
境上適正な化学物資やすべ
ての廃棄物の管理を実現
し、人の健康や環境への悪
影響を最小化するため、化学
物質や廃棄物の大気、水、土
壌への放出を大幅に削減す
る。

○ 4
研究活動における化学物質
の保管、使用、廃棄を適正に
実施する。

6.3 2030年までに、汚染の減
少、投棄廃絶と有害な化学
物質や物質の放出の最小
化、未処理の排水の割合半
減及び再生利用と安全な再
利用の世界的規模での大幅
な増加させることにより、水
質を改善する。

３．
化学物
質のリス
ク管理

（１）
化学物質管理

化学物質の適正な使
用・管理


